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行田市国民健康保険税率の改定方針

令和６年度まで

埼玉県は当該年度の標準保険税率のみを市町村に提示

⇒市では、令和５年度の標準保険税率を目標に
令和6年度に税率を改定

・・・翌年度に税率が改定されるため、差が縮まらない

R6 R7 R8 R9

令和７年度以降の方針

現行 標準

令和７年度以降

埼玉県が初めて令和９年度（準統一）標準保険税率（見込み）を市町村に提示

⇒（改定方針）
令和９年度の標準保険税率を目標に、
令和７年度・８年度に段階的に税率を改定

・・・令和８年度には法定外繰入金は解消される見込み

R6 R7 R8 R9

令和６年度の方針

現行 標準

令和７年８月８日
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一人当たりの保険税 ４０市で比較（令和６年度）
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〔出典：国保連合会事業状況（速報値）〕

89,198円
40市中38位

円

市平均106,322円
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1人当たり調定額及び収納率(現年分)

４０市で比較 (令和６年度)

川越市

熊谷市

川口市

行田市

秩父市

所沢市

飯能市

加須市

本庄市

東松山市

春日部市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

越谷市

蕨市

戸田市

入間市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

桶川市

久喜市

北本市

八潮市

富士見市

ふじみ野市

三郷市 蓮田市

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

白岡市

幸手市

吉川市

さいたま市

市平均

70

80

90

100

110

120

130

140

91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00

１
人
当
た
り
調
定
額

１人当たり調定額及び収納率（現年分）（市）
（単位:千円）

（参考）R９年度標準保険税率（７年度試算）

収納率
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国民健康保険税 税率改定（案）

【令和７年度税率】

令和７年度 医療分 支援分 介護分 合計 応能応益割合

所得割 7.60% 2.60% 2.50% 12.70% 51.60 %

均等割 36,000円 14,500円 15,000円 65,500円 48.40 %

算定額 1,140,841,800円 418,910,300円 136,644,200円 1,696,396,300円 100.00 %

【令和８年度税率 改定案】
令和８年度 医療分 支援分 介護分 合計 R7年度との差 応能応益割合

所得割 7.80% 2.90% 2.50% 13.20% 0.50 % 52.93%

均等割 42,000円 15,000円 15,000円 72,000円 6,500円 47.07 %

算定額 1,226,767,700円 450,699,700円 136,644,200円 1,814,111,600円 117,715,300円 100.00 %

＜参考＞

【令和９年度標準保険税率 試算】

令和９年度標準税率 医療分 支援分 介護分 合計 R8年度との差 応能応益割合

所得割 9.70% 3.19% 2.78% 15.67% 2.47% 50.77 %

均等割 54,560円 17,682円 18,184円 90,426円 18,426円 49.23 %

算定額 1,445,420,000円 479,599,900円 155,520,000円 2,080,539,900円 266,428,300円 100.00 %

※令和７年度課税標準額の調定ベースでの試算（１月現在での試算値）

（注）令和９年度標準保険税率は、埼玉県が市町村ごとの令和９年度標準保険税率の推計例を本年７月に示したものであり、今後変更が生じる
可能性があります。また、子ども・子育て支援納付金分は、当該推計例に含まれていません。
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行田市 法定 差額

医療分 ６５万円 ６６万円 １万

支援分 ２４万円 ２６万円 ２万

介護分 １７万円 １７万円 ―

合 計 １０６万円 １０９万円 ３万

【令和８年度以降の改正内容（案）】

１０６万円 １０９万円

行田市 熊谷市 加須市 さいたま市 本庄市

羽生市 深谷市 川越市 戸田市 鴻巣市

川口市 秩父市 所沢市 和光市 志木市

飯能市 東松山市 春日部市 吉川市 ふじみ野市

狭山市 上尾市 草加市 白岡市

越谷市 蕨市 入間市

朝霞市 三郷市 新座市

桶川市 久喜市 北本市

八潮市 富士見市 蓮田市

坂戸市 鶴ヶ島市 日高市

幸手市

３１市 ９市

例 世帯主 ４０歳(給与収入) 令和７年度の税率
妻 ４０歳(収入なし) 年収約937万円を超えると限度額に該当
子 １０歳(収入なし)
子 ６歳(収入なし)の世帯

参考：令和８年度限度上げ引き上げによる税収額試算➔約３３９万円増

行田市 法定

令和３年度 ９９万円 ９９万円

令和４年度 ９９万円 １０２万円

令和５年度 １０２万円 １０４万円

令和６年度 １０４万円 １０６万円

令和７年度 １０６万円 １０９万円

【賦課限度額の推移】

【令和７年度課税分 県内賦課限度額の状況】

国民健康保険税 賦課限度額見直し（案）
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算出基礎
税率

医療分

税率

後期高齢者支援分

税率

介護納付分（※２）

税率
子ども・子育て
支援納付分

計

所得割
令和７年の総所得金額等
－基礎控除４３万円

７．８％
（＋０．２％）

２．９％
（＋０．３％）

２．５％ ０．３％ １３．５％

均等割
（軽減措置
あり）

被保険者数
１人につき

未就学
児以外

18歳
以上

４２，０００円
（＋６，０００円）

１５，０００円
（＋ ５００円）

１５，０００円 １，７００円 ７３，７００円

18歳
未満

５７，０００円

未就学児 ２１，０００円 ７，５００円 ２８，５００円

１世帯の賦課限度額
６６万円

（＋１万円）
２６万円

（＋２万円）
１７万円 調整中 １０９万円

○ 令和８年度の行田市国民健康保険税の算出方法は以下のとおり。令和８年度より、子ども・子育て支援金分が
追加される。

・ 子ども・子育て支援分の税率は、埼玉県における標準保険税率等の算定結果に基づき設定。
・ 子ども・子育て支援分の１世帯の賦課限度額は、年度内に国の政令において定められる金額を設定する方針。

令和８年度 国民健康保険税（案）

令和８年度国民健康保険税算出方法（※１）

6（※１）上記の算出方法について、国民健康保険税の軽減、減免措置が適用される場合があります。
（※２）４０歳以上～６５歳未満の方のみ。



税率等改正による令和８年度年税額のモデルケース

【ケース１】給与収入で単身で暮らすＣさん世帯 世帯主 年齢：４５歳

年収：３５０万円（給与）

【ケース２】給与収入で家族３人で暮らすＥさん世帯 世帯主 年齢：４２歳

年収：３００万円（給与）

妻 年齢: ４０歳

年収: ５０万円（給与）

子 年齢： ３歳

年収：なし

【ケース３】年金収入で夫婦で暮らすＤさん世帯 世帯主 年齢：７２歳

年収：２４０万円（年金）

妻 年齢：７０歳 ２割軽減の対象

年収： ８０万円（年金）

【ケース４】年金収入で単身で暮らすＢさん世帯 世帯主 年齢：７０歳

年収：１８０万円（年金） → ５割軽減の対象

【ケース５】年金収入で単身で暮らすＡさん世帯 世帯主 年齢：７０歳

年収：１５０万円（年金） → ７割軽減の対象

各ケースの試算結果は、別紙のとおりです。


